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白川町条例第２号 

 

白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（白川町職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 白川町職員の給与に関する条例（昭和３１年白川町条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（給料） （給料） 

第２条 給料は、白川町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成６年白川町条

例第２２号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第８条第１項に規定する正規の勤

務時間（以下単に「正規の勤務時間」と

いう。）による勤務に対する報酬であつ

て、この条例に定める管理職手当   

     、扶養手当、住居手当、通勤

手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤

務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当及び勤勉手当、災害派遣

手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型

インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除

いたものとする。 

第２条 給料は、白川町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成６年白川町条

例第２２号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第８条第１項に規定する正規の勤

務時間（以下単に「正規の勤務時間」と

いう。）による勤務に対する報酬であつ

て、この条例に定める管理職手当、初任

給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤

手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤

務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当及び勤勉手当、災害派遣

手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型

インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除

いたものとする。 

第２条 白川町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 （通勤手当）  （通勤手当） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

(1) （略） (1) （略） 



改 正 後 改 正 前 

(2) 前項第２号に掲げる職員     

          支給単位期間に

つき、６６，４００円を超えない範囲

内で自動車等の使用距離の区分に応じ

て規則で定める額（第１０条の５第１

項の規定により在宅勤務等手当を支給

される職員、定年前再任用短時間勤務

職員、育児短時間勤務職員等及び任期

付短時間勤務職員のうち、支給単位期

間当たりの通勤回数を考慮して町の規

則で定める職員にあつては、その額か

ら、その額に町の規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げ

る職員の区分に応じ、支給単位期間に

つき、それぞれ次に        

                 

    定める額（第１０条の５第１

項の規定により在宅勤務等手当を支給

される職員、定年前再任用短時間勤務

職員、育児短時間勤務職員等及び任期

付短時間勤務職員のうち、支給単位期

間当たりの通勤回数を考慮して町の規

則で定める職員にあつては、その額か

ら、その額に町の規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

 ア 自動車等の使用距離（以下この号に

おいて「使用距離」という。）が片

道５キロメートル未満である職員 

２，０００円 

 イ 使用距離が片道５キロメートル以上

１０キロメートル未満である職員 

４，２００円 

 ウ 使用距離が片道１０キロメートル以

上１５キロメートル未満である職員

 ７，３００円 

 エ 使用距離が片道１５キロメートル以

上２０キロメートル未満である職員

 １０，４００円 

 オ 使用距離が片道２０キロメートル以

上２５キロメートル未満である職員

 １３，５００円 

 カ 使用距離が片道２５キロメートル以

上３０キロメートル未満である職員

 １６，６００円 

 キ 使用距離が片道３０キロメートル以

上３５キロメートル未満である職員

 １９，７００円 

 ク 使用距離が片道３５キロメートル以

上４０キロメートル未満である職員



改 正 後 改 正 前 

 ２２，８００円 

 ケ 使用距離が片道４０キロメートル以

上４５キロメートル未満である職員

 ２５，９００円 

 コ 使用距離が片道４５キロメートル以

上５０キロメートル未満である職員

 ２９，１００円 

 サ 使用距離が片道５０キロメートル以

上５５キロメートル未満である職員

 ３２，３００円 

 シ 使用距離が片道５５キロメートル以

上６０キロメートル未満である職員

 ３５，５００円 

 ス 使用距離が片道６０キロメートル以

上６５キロメートル未満である職員

 ３８，７００円 

 セ 使用距離が片道６５キロメートル以

上７０キロメートル未満である職員

 ４２，２００円 

 ソ 使用距離が片道７０キロメートル以

上７５キロメートル未満である職員

 ４５，７００円 

 タ 使用距離が片道７５キロメートル以

上８０キロメートル未満である職員

 ４９，２００円 

 チ 使用距離が片道８０キロメートル以

上８５キロメートル未満である職員

 ５２，７００円 

 ツ 使用距離が片道８５キロメートル以

上９０キロメートル未満である職員

 ５６，２００円 

 テ 使用距離が片道９０キロメートル以

上９５キロメートル未満である職員

 ５９，６００円 

 ト 使用距離が片道９５キロメートル以

上１００キロメートル未満である職

員 ６３，０００円 



改 正 後 改 正 前 

 ナ 使用距離が片道１００キロメートル

以上である職員 ６６，４００円 

(3) （略） (3) （略） 

３～９ （略） ３～９ （略） 

（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

第３条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（令和

４年白川町条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

（白川町職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正に伴う経過措置） 

（白川町職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、定

年前再任用短時間勤務職員とみなして、

             白川町職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の規定

を適用する。 

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、定

年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第５条の規定による改正後の白川町職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の規定

を適用する。 

（白川町職員の給与に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

（白川町職員の給与に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前

再任用短時間勤務職員とみなして、  

           白川町職員の給

与に関する条例           

    第１０条の３第２項及び第１２

条第２項の規定を適用する。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前

再任用短時間勤務職員とみなして、第７

条の規定による改正後の白川町職員の給

与に関する条例（以下「新給与条例」と

いう。）第１０条の３第２項及び第１２

条第２項の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時

間勤務職員とみなして、白川町職員の給

与に関する条例第１７条第３項の規定を

適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時

間勤務職員とみなして、新給与条例  

       第１７条第３項の規定を

適用する。 

６ 白川町職員の給与に関する条例第１８

条第１項の職員に暫定再任用職員が含ま

れる場合における勤勉手当の額の同条第

２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額

の算定に係る同項の規定の適用について

は、同項第１号中「定年前再任用短時間

勤務職員」とあるのは「定年前再任用短

６ 新給与条例         第１８

条第１項の職員に暫定再任用職員が含ま

れる場合における勤勉手当の額の同条第

２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額

の算定に係る同項の規定の適用について

は、同項第１号中「定年前再任用短時間

勤務職員」とあるのは「定年前再任用短



改 正 後 改 正 前 

時間勤務職員及び地方公務員法の一部を

改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項、第５

条第１項若しくは第３項、第６条第１項

若しくは第２項又は第７条第１項若しく

は第３項の規定により採用された職員

（次号において「暫定再任用職員」とい

う。）」と、同項第２号中「定年前再任

用短時間勤務職員」とあるのは「定年前

再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職

員」とする。 

時間勤務職員及び地方公務員法の一部を

改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項、第５

条第１項若しくは第３項、第６条第１項

若しくは第２項又は第７条第１項若しく

は第３項の規定により採用された職員

（次号において「暫定再任用職員」とい

う。）」と、同項第２号中「定年前再任

用短時間勤務職員」とあるのは「定年前

再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職

員」とする。 

７ 白川町職員の給与に関する条例第４条

の２        、第５条、第９条、

  第１０条の２及び   第１０条の

４の規定は、暫定再任用職員には適用し

ない。 

７ 白川町職員の給与に関する条例第４条

の２第３項及び第４項、第５条、第９条

から第１０条の２まで並びに第１０条の

４の規定は、暫定再任用職員には適用し

ない。 

８ 白川町職員の給与に関する条例附則第

１２項から第１９項までの規定は、令和

３年改正法附則第３条第５項又は第６項

の規定により勤務している職員には適用

しない。 

８ 新給与条例          附則第

１２項から第１９項までの規定は、令和

３年改正法附則第３条第５項又は第６項

の規定により勤務している職員には適用

しない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定は、令和８年４月１

日から施行する。 

 

 

 


